
事務連絡

I]Z "Y: 2 1 '1三日月 31 1=1 

大|坂労働局労働基準昔日

労災補償課長殿

厚生労働省労働基準局労災担lH'刊1¥

Ttillt3111反抗li佐(医況{福制相当)

iげjiE包l言h義手U)研究J11X:給にかかるIZ!J誌について(回終)

|ご記の筋電電[fyJ義手のiiJf究川支給仕1'I'了虫寸る芋;ーについて1;1、平成 201，1三3月

31 日付け珪3Ea1031100617(iiKIll平成 211，J'.3H31日付 IJJ量発tg0331026号)

の別14hliij77三冠DVJ義二千の引先川支給実施要綱.1 IこiI:めと，{Ofう:U11支給の対会者と

して主主し支えたい。
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f奇玉労働局労働基準部

労災鰭()'i課長殿

畢 務 連 品き

平成 2 年 8月:31日

厚生労印字f労働基準局労災情的部

補n課長Ii布佐(医療福祉担当)

筋T豆電動義手の研究用支給にかかる協議について(回答)

下記の筋電'fTI@J嘉手の研究用支給を希望する者については、平成 20年 3月

31日付け基発第 0331006号(改正平成 21年 3月 31日付け基発第 0331026号)

の別添「筋辺電動装手の研究用支給実施要綱」に定める研究用支給の対会者と l

して差し支えないこ
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P}t， 
山 町円、

神奈川労働 J~J ヲ7働基準苦1;

'eu ~jと lïIi 的課長

I平生労l効fI労fFI基準局労災1，ljl:i'i:古1¥

討iilム課長打:;1主(1笠原f高1，1:担当)

(1)'"1等)i日i電電!WJ 長 ~I三ω研究m支給l三泊、かる lj7133について

1FJJt zof|ミ3月ltjii1L/y iH1114f誌のj戸ん2)三{Yj11jfj℃F17支給を市民γ るすについて101:、

(ê~.é JIジド JJ.\~ :2 I {-j三3n 31 1.1 {τl け~!!~ j{ュ ~g 0331026 -iJ守)日H:H去11!m (133 1 006母

の日\11;1~ r Wj 'TG'Îi~ú~リj義手のîJjtJY， H-} ~Z ;j':;i尖Jj恒安訓iに定める1iJI'X，川支給0);;'1':三ニ'ffi-と

"己

し℃子主し支えなし、。
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平成 21年 8月 31日

福岡労働局労働基準部

労災補償課長殿

JAL生労働省労働基準局労災術院部

補償謀長補佐(医療t~t止}旦当)

筋福竜間J義手の研究用支給にかかる協議にっし、て(回答)

下記の筋"自由討J義手の研究用支給を希望つjる者については、平成 20年 1月

31日付り 1'1;発第 0331006号〈改正平成 21年 3月 31日付け基発言ミ 0331026号)

の別添 r1%';-1J:i 11助義手の研究用支給実施要綱Jに定める研究用支給の対祭者と

して差し支えない。
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71ミ拐.~労働局労働基準告1;

'Y.i災?ijl白:果長段
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耳!..Ij\~ 2 千|乙日河 J31 仁l

厚生労働省労働基準局労災liiirl1部

1'1!1 f九川県民 l~îli佐 (1豆 1京福祉 IQ 当)

ii1'j 1TL '，~ii ~~iJ :/~三rt!)!日i究m支'1ちに/J川、る la;{{，~につ1.、て(同答)

|マ百己(j)ii1"包括:!RJJ~~~三i三 υ)fr)f')'j' m 一正中日な å'i 亡リすとJ7fi こっし、て u 、 平Ijt20 {J三3月

31 i:1{7JiH毛!:{"tH033 I 00(， り (己主，E;lel戎21"j' 3 n 31 JI iτ1-11 拡Jt?n0331026 号)

のおljfhljlも'tt:'i{i ~jr.h :;\~ ::r=-u ) ~i}f ')'1.: Jtl ;~~ ;K日i~ljí目立~~it!;q Jに7立tらら{iW)¥:JT1支給の;71匁.'ti'と

して悲し支え~，:l ¥ 



喜 3完 連 絡

平成 21年 8月 31日

佐賀労働局労働基準部

労災補償課長 殿

厚生労働省労働基準局労災補償部

補償課長補佐(医療福祉担当)

筋電~~)]義手の研究用支給に刀、泊当る協 gf:\~について (回答)

下記の筋氾'43重力義手の研究用支給を希望づる者については、 平成 20年 3月

31日付け基発百10331006号(改正平成 21年 3月 31日付け基発第 0331026号)

の別添「筋電'白羽]義手の研究用支給実1j{[妥納j に定める研究用支給の対!三者と

して差し支えない£
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